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本通３丁目地区市街地再開発事業に係る環境影響評価実施計画書について（通知） 

 

 このことについて、広島市環境影響評価条例（平成１１年広島市条例第３０号）第

１０条第１項の規定により、別紙のとおり環境の保全の見地からの検討を行った結果

に基づく意見を述べます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



本通３丁目地区市街地再開発事業に係る環境影響評価実施計画書について 

（市長意見） 

 

 本事業は、多くの市民や来訪者等によりにぎわいが形成されている広島本通商店

街の一部区間を再整備し、既存の狭小な建物を大規模建築物に建て替えようとする

ものである。 

 本事業の実施に際して、環境の保全についての適切な配慮が行われるよう、事業

特性や地域特性に応じた環境影響評価を適切に実施し、その結果を環境保全措置等

に反映させるため、以下のとおり意見を述べる。 

 

１ 全体的事項 

⑴ 環境影響評価準備書の作成に当たっては、使用する用語や表現は市民にわか

りやすいものとなるよう努め、専門用語を用いる場合は用語の解説を記載し、

調査・予測及び評価の結果には環境基準等を併記すること。 

⑵ 本事業を進めるに当たっては、住民等に対し十分な説明を行うとともに、住

民等の疑問や意見を積極的に聴取し、誠意をもって対応すること。 

 

２ 事業計画 

⑴ 事業実施予定区域は、都市再生緊急整備地域及び特定都市再生緊急整備地域

に指定されたエリアに位置しており、周辺では他の開発事業も計画されている

ことから、広島市のまちづくりの方針等を踏まえた上で、これらの事業の工事

及び供用に係る複合的な影響についても可能な範囲で考慮し、環境影響評価を

行うこと。 

⑵ 事業実施予定区域は、多くの歩行者の往来がある地区に位置していることか

ら、工事用車両や施設関係車両の動線等について関係機関と十分協議し、適切

な交通計画となるよう配慮すること。 

⑶ 工事用資機材の搬出入等において、重量車両の通行により振動が発生しない

ような工事計画とすること。 

⑷ 工事の実施に当たっては、文化財に係る対応について工事関係者間で共有す

るとともに、文化財として指定することのできる可能性があるものが発見され

た場合には、関係機関と協議した上で、適切に対応すること。 

 

３ 環境影響評価の項目及び調査・予測・評価の手法 

 ⑴ 騒音・振動 

ア 施設の供用時の騒音について、設備機器等の配置を考慮した上で、必要に

応じて、点音源だけでなく線音源での予測・評価を行うこと。 



イ 騒音の影響範囲については、高層部で発生した音が広範囲に伝わりやすい

ことを考慮した上で、計画地敷地境界から１００メートル以遠の部分につい

ても、適切に予測・評価を行うこと。 

ウ 振動については、事業実施予定区域がデルタ地帯であるという地盤の性質

により多重反射が起こりうることを考慮した上で、必要に応じて、予測・評

価を行うこと。 

⑵ 土壌汚染 

土壌汚染については、工事着手前までに必要な調査を行い、土壌汚染のおそ

れの有無を把握した上で、適切に予測・評価を行うこと。 

⑶ 風害 

建築物の存在に伴う風害については、事業実施予定区域周辺の建築物の形状

を十分に考慮した上で、適切に予測・評価を行うこと。 

 ⑷ 反射光等 

ア 反射光については、建築物の外装を十分検討した上で、適切に予測・評価

を行うこと。 

イ 施設供用後の照明等の光による影響について、必要に応じて、予測・評価

を行うこと。 

⑸ 景観 

ア 景観については、建築物が平和記念公園から視認できることから、関係機

関と協議した上で、適切な位置及び手法において調査、予測及び評価を行う

こと。 

イ 広島本通商店街としての景観の変化に対して、事業実施予定区域の近接空

間から見た景観の変化についても、適切に調査、予測及び評価を行うこと。 

⑹ 廃棄物 

廃棄物については、発生量だけでなく再生利用量や最終処分量についても把

握した上で、予測・評価を行うこと。 

⑺ 温室効果ガス等 

ア ２０５０年に温室効果ガス排出量実質ゼロを目指す国の方針や本市地球温

暖化対策実行計画の実現に向け、省エネ設備・機器の導入や事業所等の省エ

ネ化等、温暖化対策に最大限取り組む施設計画とすること。 

  イ 熱源計画の内容について、最新の技術や知見を可能な限り導入した上で、

適切に温室効果ガスの予測・評価を行うこと。 

  ウ 建築物等への緑化及び風の道の確保について、景観やヒートアイランド対

策についても考慮した上で、適切に予測・評価を行うこと。 

 

 


